
レ

2016 年 4 月 1 日～ 2019 年 3 月 31

2015 )年度 2017 )年度

ｔ-CO2 ｔ-CO2
ｔ-CO2 ｔ-CO2

ｔ-CO2

(2018 年度) (2016 年度) (2017 年度) 年度)
％ ％ ％ ％

レ 3.0 ％ 3.5 ％ 1.9 ％ ％

3.0 ％ 7.7 ％ 1.7 ％ ％

％ ％ ％ ％

（ ）

実績報告書

届出者 住所
東京都品川区北品川5-5-26

氏名
株式会社　第一興商

代表取締役社長　保志　忠郊

日（3年間）

特定事業者の主たる業種 80娯楽業

該当する特定事業者の要件

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第１号に該当する
者

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第２号に該当する
者

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第３号イ又はロに
該当する者

事業の概要

・業務用カラオケ事業　業務用カラオケ機器販売及び賃貸並びに通信カラオケ
の音源及び映像提供　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・カラオ
ケ・飲食店舗事業　カラオケルーム（ビッグエコー）の運営及び飲食店舗の運
営　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・音楽ソフト事
業　音源・映像ソフトの制作及び販売　　　　　　　　　・その他の事業　Ｂ
ＧＭ放送事業、Ｗｅｂ配信事業、不動産賃貸事業

◎　温室効果ガスの削減目標の達成状況

　(1)計画期間

　(3)温室効果ガスの削減目標の達成状況

  (2)前年度における温室効果ガス総排出量

区分 基準年度( 前年度(

温室効果ガス総排出量 4,958 5,572

温室効果ガス総排出量（平準化補正後） 5,799 6,529

植林、緑化、森の保全による二酸化炭素の吸収量 0

　　（温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値を複数設定した場合の設定方法）

区分
削減目標 第1年度 第2年度 第3年度

選択
削減率（排出量ベース）

削減率（原単位ベース）

削減率（平準化補正ベース）

吸収量による削減率

　　温室効果ガスの排出に係る原単位の設定内容（目標削減率(原単位ベース)を選択した場合のみ記入）

　　温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値 床面積

◎　事業活動に係る温室効果ガス排出及び人工排熱の抑制並びに電気の需要の平準化対策

　(1)温室効果ガスの削減状況についての見解(計画の最終年度に目標が達成できなかった場合、その理由)

大阪府内のカラオケボックス店舗、飲食店舗の従業員に対し節電の徹底を指示し、電球からLEDへの交換・空室時の消
灯及び空調停止などを推進中。また、グループ全体で、廃油リサイクル、紙パックリサイクルを実施し、地球温暖化防
止に向けた様々な取り組みを推進しております。



(2)推進体制

大阪府内の支店、子会社、カラオケボックス店舗、飲食店舗の従業員に対し節電の徹底を指示し、蛍光灯からLEDへの
交換、空室時の消灯及び・空調停止などの推進を継続。



レ

2016 年 4 月 1 日～ 2019 年 3 月 31

2015 )年度 2017 )年度

ｔ-CO2 ｔ-CO2
ｔ-CO2 ｔ-CO2

ｔ-CO2

(2018 年度) (2016 年度) (2017 年度) 年度)
レ 3.0 ％ -2.7 ％ 1.9 ％ ％

％ ％ ％ ％

3.0 ％ -2.2 ％ 2.1 ％ ％

％ ％ ％ ％

（ ）

実績報告書

届出者 住所
東京都中央区日本橋本町三丁目５番１号

氏名
第一三共プロファーマ株式会社

代表取締役社長　井上 正也

日（3年間）

特定事業者の主たる業種 16化学工業

該当する特定事業者の要件

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第１号に該当する
者

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第２号に該当する
者

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第３号イ又はロに
該当する者

事業の概要
主に医薬品の製造を行っており、大阪府内では高槻工場の1工場のみが営業し
ている。

◎　温室効果ガスの削減目標の達成状況

　(1)計画期間

　(3)温室効果ガスの削減目標の達成状況

  (2)前年度における温室効果ガス総排出量

区分 基準年度( 前年度(

温室効果ガス総排出量 19,953 19,580

温室効果ガス総排出量（平準化補正後） 20,759 20,330

植林、緑化、森の保全による二酸化炭素の吸収量 0

　　（温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値を複数設定した場合の設定方法）

区分
削減目標 第1年度 第2年度 第3年度

選択
削減率（排出量ベース）

削減率（原単位ベース）

削減率（平準化補正ベース）

吸収量による削減率

　　温室効果ガスの排出に係る原単位の設定内容（目標削減率(原単位ベース)を選択した場合のみ記入）

　　温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値

◎　事業活動に係る温室効果ガス排出及び人工排熱の抑制並びに電気の需要の平準化対策

　(1)温室効果ガスの削減状況についての見解(計画の最終年度に目標が達成できなかった場合、その理由)

H29年度は高性能エアコンへの更新や運用改善の省エネ取組み（ボイラー空気比改善等）により、基準年度比1.9%の削
減ができております。今後もより一層の省エネ活動を推進し、3%削減目標の達成に努めていきます。



(2)推進体制

・当社は、第一三共グループとして、ISO14001:2015の認証を取得し、地球温暖化防止対策に取り組んでおります。
・第一三共グループの環境経営最高責任者が策定した環境経営基本方針に基づいて行動計画を立案し、改善結果をCSR
レポートに反映すると共に、各工場内にて環境に関する定例会議を開催し、温暖化防止に関する研修会等を実施してお
り、本体制を継続していきます。



レ

2016 年 4 月 1 日～ 2019 年 3 月 31

2015 )年度 2017 )年度

ｔ-CO2 ｔ-CO2
ｔ-CO2 ｔ-CO2

ｔ-CO2

(2018 年度) (2016 年度) (2017 年度) 年度)
％ ％ ％ ％

レ 1.2 ％ 6.6 ％ 7.5 ％ ％

1.2 ％ 6.1 ％ 7.0 ％ ％

％ ％ ％ ％

（ ）

実績報告書

届出者 住所
大阪市淀川区宮原3－5－24

氏名
株式会社第一ビルディング

新大阪第一生命ビルディング 代表取締役社長　秋本　信幸

日（3年間）

特定事業者の主たる業種 69不動産賃貸業・管理業

該当する特定事業者の要件

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第１号に該当する
者

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第２号に該当する
者

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第３号イ又はロに
該当する者

事業の概要
不動産の取得・所有並びに管理及び賃貸借の受託。また建築工事・電気工事等
の設計、施工、監理の請負業務として行っている。
全国で３０８棟を受託し、大阪府内では６棟を受託している。

◎　温室効果ガスの削減目標の達成状況

　(1)計画期間

　(3)温室効果ガスの削減目標の達成状況

  (2)前年度における温室効果ガス総排出量

区分 基準年度( 前年度(

温室効果ガス総排出量 8,601 8,593

温室効果ガス総排出量（平準化補正後） 9,764 9,810

植林、緑化、森の保全による二酸化炭素の吸収量 0

　　（温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値を複数設定した場合の設定方法）

区分
削減目標 第1年度 第2年度 第3年度

選択
削減率（排出量ベース）

削減率（原単位ベース）

削減率（平準化補正ベース）

吸収量による削減率

　　温室効果ガスの排出に係る原単位の設定内容（目標削減率(原単位ベース)を選択した場合のみ記入）

　　温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値 入居面積

対象が賃貸ビルでありテナントの入居状況により排出量が大きく左右されるため、入居面積を原単位算出の数値に設定
しました。※基準年度：前回計画期間（平成24年度～平成27年度）の平均値。

◎　事業活動に係る温室効果ガス排出及び人工排熱の抑制並びに電気の需要の平準化対策

　(1)温室効果ガスの削減状況についての見解(計画の最終年度に目標が達成できなかった場合、その理由)

東日本大震災以後、弊社においても節電取組を行い、平成29年度については政府からの節電要請が無い中でも継続し取
組みました。29年度は節電取組や省エネ取組により削減率目標を上回る削減率となりました。今後も省エネ取組を継続
し3ヵ年平均で削減率目標を下回らないように進めてまいります。



(2)推進体制

温暖化防止対策に関して、全社的に省エネ取組み継続中です。弊社としては引き続き温室効果ガスの排出抑制を意識
し、計画期間内に削減目標を達成することを目指します。



レ

レ

2016 年 4 月 1 日～ 2019 年 3 月 31

2015 )年度 2017 )年度

ｔ-CO2 ｔ-CO2
ｔ-CO2 ｔ-CO2

ｔ-CO2

(2018 年度) (2016 年度) (2017 年度) 年度)
レ 3.0 ％ -1.7 ％ -3.8 ％ ％

％ ％ ％ ％

3.0 ％ -1.4 ％ -3.0 ％ ％

％ ％ ％ ％

（ ）

実績報告書

届出者 住所
大阪府和泉市テクノステージ2-3-28

氏名
大栄環境株式会社

代表取締役　金子文雄

日（3年間）

特定事業者の主たる業種 88廃棄物処理業

該当する特定事業者の要件

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第１号に該当する
者

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第２号に該当する
者

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第３号イ又はロに
該当する者

事業の概要 産業廃棄物の収集運搬・中間処理・最終処分業務

◎　温室効果ガスの削減目標の達成状況

　(1)計画期間

　(3)温室効果ガスの削減目標の達成状況

  (2)前年度における温室効果ガス総排出量

区分 基準年度( 前年度(

温室効果ガス総排出量 8,361 8,677

温室効果ガス総排出量（平準化補正後） 8,763 9,020

植林、緑化、森の保全による二酸化炭素の吸収量 0

　　（温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値を複数設定した場合の設定方法）

区分
削減目標 第1年度 第2年度 第3年度

選択
削減率（排出量ベース）

削減率（原単位ベース）

削減率（平準化補正ベース）

吸収量による削減率

　　温室効果ガスの排出に係る原単位の設定内容（目標削減率(原単位ベース)を選択した場合のみ記入）

　　温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値

◎　事業活動に係る温室効果ガス排出及び人工排熱の抑制並びに電気の需要の平準化対策

　(1)温室効果ガスの削減状況についての見解(計画の最終年度に目標が達成できなかった場合、その理由)

基準年度に対する削減率を達成出来なかった大きな要因としては、新たな重機の使用、繁忙により燃料使用量の増大が
挙がります。ただ、省エネ機器の導入、集塵機のこまめな入切等により電気使用量に関しては減少しております。今後
も省エネに向けた機器の効率化、新規提案に力を入れ、温室効果ガスの削減に努めます。



(2)推進体制

ISO14001において構築する環境マネジメントシステムにより、省エネ活動（省エネタイプの設備への切り替え、作業・
ライン稼動の高効率化等）を推進することで、温室効果ガスの排出削減に努めます。



レ

2016 年 4 月 1 日～ 2019 年 3 月 31

2015 )年度 2017 )年度

ｔ-CO2 ｔ-CO2
ｔ-CO2 ｔ-CO2

ｔ-CO2

(2018 年度) (2016 年度) (2017 年度) 年度)
レ 3.3 ％ -13.3 ％ -11.0 ％ ％

％ ％ ％ ％

3.0 ％ -12.6 ％ -10.2 ％ ％

％ ％ ％ ％

（ ）

実績報告書

届出者 住所
大阪市此花区島屋2-11-63

氏名
ダイカン株式会社

代表取締役社長　林　亮司

日（3年間）

特定事業者の主たる業種 24金属製品製造業

該当する特定事業者の要件

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第１号に該当する
者

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第２号に該当する
者

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第３号イ又はロに
該当する者

事業の概要 鋼製ドラム・ファイバードラムの製造及び販売

◎　温室効果ガスの削減目標の達成状況

　(1)計画期間

　(3)温室効果ガスの削減目標の達成状況

  (2)前年度における温室効果ガス総排出量

区分 基準年度( 前年度(

温室効果ガス総排出量 3,110 3,450

温室効果ガス総排出量（平準化補正後） 3,373 3,714

植林、緑化、森の保全による二酸化炭素の吸収量 0

　　（温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値を複数設定した場合の設定方法）

区分
削減目標 第1年度 第2年度 第3年度

選択
削減率（排出量ベース）

削減率（原単位ベース）

削減率（平準化補正ベース）

吸収量による削減率

　　温室効果ガスの排出に係る原単位の設定内容（目標削減率(原単位ベース)を選択した場合のみ記入）

　　温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値

◎　事業活動に係る温室効果ガス排出及び人工排熱の抑制並びに電気の需要の平準化対策

　(1)温室効果ガスの削減状況についての見解(計画の最終年度に目標が達成できなかった場合、その理由)

・作業環境改善の為、設備増設（ｽﾎﾟｯﾄｸｰﾗｰ、排気盤、休憩室）



(2)推進体制

・当社では２００６年１０月１２日にＩＳＯ１４００１を取得し、環境マネジメントシステムを導入。
・その中で部署毎に計画を作成し、生産性向上等目標をたて計画的に削減していきます。



レ

2016 年 4 月 1 日～ 2019 年 3 月 31

2015 )年度 2017 )年度

ｔ-CO2 ｔ-CO2
ｔ-CO2 ｔ-CO2

ｔ-CO2

(2018 年度) (2016 年度) (2017 年度) 年度)
％ ％ ％ ％

レ 3.0 ％ 7.7 ％ 10.6 ％ ％

3.0 ％ 7.6 ％ 10.4 ％ ％

％ ％ ％ ％

（ ）

実績報告書

届出者 住所
大阪府岸和田市臨海町20－61

氏名
大喜工業株式会社

代表取締役社長　　西浦　孝彰

日（3年間）

特定事業者の主たる業種 24金属製品製造業

該当する特定事業者の要件

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第１号に該当する
者

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第２号に該当する
者

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第３号イ又はロに
該当する者

事業の概要
当社は金属製品製造工場として建設機械部品・農業機械部品・産業機械部品・
空調機器部品・住宅用機器部品等を製作している。近畿地域に８工場を有し、
うち大阪府内には７工場がある。

◎　温室効果ガスの削減目標の達成状況

　(1)計画期間

　(3)温室効果ガスの削減目標の達成状況

  (2)前年度における温室効果ガス総排出量

区分 基準年度( 前年度(

温室効果ガス総排出量 6,718 7,296

温室効果ガス総排出量（平準化補正後） 7,368 8,021

植林、緑化、森の保全による二酸化炭素の吸収量 0

　　（温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値を複数設定した場合の設定方法）

区分
削減目標 第1年度 第2年度 第3年度

選択
削減率（排出量ベース）

削減率（原単位ベース）

削減率（平準化補正ベース）

吸収量による削減率

　　温室効果ガスの排出に係る原単位の設定内容（目標削減率(原単位ベース)を選択した場合のみ記入）

　　温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値 大阪府内の全工場の総売上額

原単位＝温室効果ガス総排出量（ｔ-CO2)/売上高（億円）

◎　事業活動に係る温室効果ガス排出及び人工排熱の抑制並びに電気の需要の平準化対策

　(1)温室効果ガスの削減状況についての見解(計画の最終年度に目標が達成できなかった場合、その理由)

売上が基準年度の約12％増、温室効果ガス削減も原単位ベースで10.6％とかなりの削減ができた。
設備のメンテナンスや、社内での節電活動などが寄与したと考えられる。
今後もこの調子で継続したいと思います。



(2)推進体制

全社的に温暖化対策に取り組むため環境マネジメントシステムの導入を進めており、大阪府内においては全工場を対象
にISO14000に代わりエコステージ２の認証を取得した。各工場各課ごとに環境管理実施計画書を作成し、毎月計画の進
捗状況を確認している。今後ともこの体制を継続していく予定です。



レ

2016 年 4 月 1 日～ 2019 年 3 月 31

2015 )年度 2017 )年度

ｔ-CO2 ｔ-CO2
ｔ-CO2 ｔ-CO2

ｔ-CO2

(2018 年度) (2016 年度) (2017 年度) (2018 年度)
％ ％ ％ ％

レ 3.0 ％ 4.0 ％ 7.2 ％ ％

3.1 ％ 3.7 ％ 6.3 ％ ％

％ ％ ％ ％

（ ）

実績報告書

届出者 住所
大阪市福島区福島6-10-11

氏名
株式会社　大近

代表取締役社長　中津　裕彦

日（3年間）

特定事業者の主たる業種 58飲食料品小売業

該当する特定事業者の要件

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第１号に該当する
者

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第２号に該当する
者

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第３号イ又はロに
該当する者

事業の概要
食料品を中心としたスーパーマーケットを主業務とする。近畿で34店舗を出店
し、うち大阪府内で14店舗を出店している。食料品製造工場、配送センターの
事業所が大阪府内に5事業所ある。（平成29年4月時点）

◎　温室効果ガスの削減目標の達成状況

　(1)計画期間

　(3)温室効果ガスの削減目標の達成状況

  (2)前年度における温室効果ガス総排出量

区分 基準年度( 前年度(

温室効果ガス総排出量 6,855 6,101

温室効果ガス総排出量（平準化補正後） 7,981 7,176

植林、緑化、森の保全による二酸化炭素の吸収量 0

　　（温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値を複数設定した場合の設定方法）

区分
削減目標 第1年度 第2年度 第3年度

選択
削減率（排出量ベース）

削減率（原単位ベース）

削減率（平準化補正ベース）

吸収量による削減率

　　温室効果ガスの排出に係る原単位の設定内容（目標削減率(原単位ベース)を選択した場合のみ記入）

　　温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値 ｛営業時間、営業日数、延床面積

基準値＝｛営業時間（ｈ/日）×営業日数×延床面積（㎡）｝÷100,000

原単位＝温室効果ガス総排出量÷基準値

◎　事業活動に係る温室効果ガス排出及び人工排熱の抑制並びに電気の需要の平準化対策

　(1)温室効果ガスの削減状況についての見解(計画の最終年度に目標が達成できなかった場合、その理由)

昨年度も大阪府以外の事業所も含めエネルギー削減に寄与する設備投資を実施した。運用面でも毎月の全体会議にて電
気使用量の状況を各事業所長へ伝達し、節電への取組確認及び啓蒙活動に取り組んだ。



(2)推進体制

省エネ意識を高めるために、店・工場・本部用に節電運用書を作成配布し毎月の全体会議で各事業所毎の電気使用量の
削減状況を発表。削減できていない事業所にはヒアリングを実施の上、運用面での改善実施を求めている。設備的な節
電については中長期計画を毎年作成し費用対効果を検証の上実施。電気使用量の平準化については、デマンド監視装置
の導入、デマンド警報発報時にエアコンを15分停止等の取組み等を実施。



レ

2016 年 4 月 1 日～ 2019 年 3 月 31

2015 )年度 2017 )年度

ｔ-CO2 ｔ-CO2
ｔ-CO2 ｔ-CO2

ｔ-CO2

(2018 年度) (2016 年度) (2017 年度) 年度)
％ ％ ％ ％

レ 4.0 ％ 6.4 ％ 10.0 ％ ％

18.6 ％ 8.4 ％ 9.9 ％ ％

％ ％ ％ ％

（ ）

実績報告書

届出者 住所
東京都千代田区有楽町2-7-1

氏名
タイムズ２４株式会社

有楽町イトシア 代表取締役社長　西川　光一

日（3年間）

特定事業者の主たる業種 69不動産賃貸業・管理業

該当する特定事業者の要件

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第１号に該当する
者

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第２号に該当する
者

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第３号イ又はロに
該当する者

事業の概要
・時間貸し駐車場『タイムズ』を開発、運用
・カーシェアリング『タイムズカープラス』を展開

◎　温室効果ガスの削減目標の達成状況

　(1)計画期間

　(3)温室効果ガスの削減目標の達成状況

  (2)前年度における温室効果ガス総排出量

区分 基準年度( 前年度(

温室効果ガス総排出量 7,012 6,978

温室効果ガス総排出量（平準化補正後） 8,263 8,237

植林、緑化、森の保全による二酸化炭素の吸収量 0

　　（温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値を複数設定した場合の設定方法）

区分
削減目標 第1年度 第2年度 第3年度

選択
削減率（排出量ベース）

削減率（原単位ベース）

削減率（平準化補正ベース）

吸収量による削減率

　　温室効果ガスの排出に係る原単位の設定内容（目標削減率(原単位ベース)を選択した場合のみ記入）

　　温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値 駐車場車室台数、自動販売機設置台数

駐車場車室台数＋自動販売機設置台数×7.1（基準年度で算出した換算係数）

◎　事業活動に係る温室効果ガス排出及び人工排熱の抑制並びに電気の需要の平準化対策

　(1)温室効果ガスの削減状況についての見解(計画の最終年度に目標が達成できなかった場合、その理由)

前年度の削減率は10.0％と目標を上回っております。



(2)推進体制

・経済産業省の進めるエネルギーの使用の効率化に関する法律に基づき、エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画
推進者を任命し、全駐車場でのエネルギー消費削減に努めております。



レ

2016 年 4 月 1 日～ 2019 年 3 月 31

2015 )年度 2017 )年度

ｔ-CO2 ｔ-CO2
ｔ-CO2 ｔ-CO2

ｔ-CO2

(2018 年度) (2016 年度) (2017 年度) 年度)
レ 3.0 ％ -0.8 ％ -4.5 ％ ％

％ ％ ％ ％

3.0 ％ -1.7 ％ -3.9 ％ ％

％ ％ ％ ％

（ ）

実績報告書

届出者 住所
大阪府高石市加茂４丁目１番１号

氏名
高石市

高石市長　阪口　伸六

日（3年間）

特定事業者の主たる業種 98地方公務

該当する特定事業者の要件

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第１号に該当する
者

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第２号に該当する
者

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第３号イ又はロに
該当する者

事業の概要 大阪府高石市において市の行政事務を取り扱っています。

◎　温室効果ガスの削減目標の達成状況

　(1)計画期間

　(3)温室効果ガスの削減目標の達成状況

  (2)前年度における温室効果ガス総排出量

区分 基準年度( 前年度(

温室効果ガス総排出量 5,275 5,509

温室効果ガス総排出量（平準化補正後） 6,038 6,270

植林、緑化、森の保全による二酸化炭素の吸収量 0

　　（温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値を複数設定した場合の設定方法）

区分
削減目標 第1年度 第2年度 第3年度

選択
削減率（排出量ベース）

削減率（原単位ベース）

削減率（平準化補正ベース）

吸収量による削減率

　　温室効果ガスの排出に係る原単位の設定内容（目標削減率(原単位ベース)を選択した場合のみ記入）

　　温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値

◎　事業活動に係る温室効果ガス排出及び人工排熱の抑制並びに電気の需要の平準化対策

　(1)温室効果ガスの削減状況についての見解(計画の最終年度に目標が達成できなかった場合、その理由)

今回の集計結果で昨年度より約5％程数値が上昇している件につきまして、各施設の都市ガスの使用量が昨年度より上
昇しているためであると考えられます。



(2)推進体制

　本市におきましては、温室効果ガス排出量の削減に努めておりますが、各市指定管理施設の御協力のもと、引き続き
温室効果ガス排出量の削減に努めてまいります。



レ

2016 年 4 月 1 日～ 2019 年 3 月 31

2015 )年度 2017 )年度

ｔ-CO2 ｔ-CO2
ｔ-CO2 ｔ-CO2

ｔ-CO2

(2018 年度) (2016 年度) (2017 年度) 年度)
レ 4.7 ％ 9.7 ％ 13.7 ％ ％

％ ％ ％ ％

3.4 ％ 7.9 ％ 11.9 ％ ％

％ ％ ％ ％

（ ）

実績報告書

届出者 住所
大阪市東住吉区鷹合３－２－６６

氏名
医療法人　橘会

理事長　森本　義彦

日（3年間）

特定事業者の主たる業種 83医療業

該当する特定事業者の要件

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第１号に該当する
者

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第２号に該当する
者

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第３号イ又はロに
該当する者

事業の概要
疾患や疾病に対し医療を提供し、地域に根ざし、安心・安全・信頼と納得を得
られるような医療サービスをおこなう。

◎　温室効果ガスの削減目標の達成状況

　(1)計画期間

　(3)温室効果ガスの削減目標の達成状況

  (2)前年度における温室効果ガス総排出量

区分 基準年度( 前年度(

温室効果ガス総排出量 3,777 3,262

温室効果ガス総排出量（平準化補正後） 4,038 3,558

植林、緑化、森の保全による二酸化炭素の吸収量 0

　　（温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値を複数設定した場合の設定方法）

区分
削減目標 第1年度 第2年度 第3年度

選択
削減率（排出量ベース）

削減率（原単位ベース）

削減率（平準化補正ベース）

吸収量による削減率

　　温室効果ガスの排出に係る原単位の設定内容（目標削減率(原単位ベース)を選択した場合のみ記入）

　　温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値

◎　事業活動に係る温室効果ガス排出及び人工排熱の抑制並びに電気の需要の平準化対策

　(1)温室効果ガスの削減状況についての見解(計画の最終年度に目標が達成できなかった場合、その理由)

昨年同様、各施設デマンドが確認できる設備を導入した事による、省エネに対する意識の向上や、自販機等の機器の省
エネタイプへの変更が省エネに効果があったと考えております。平成２９年度に、東住吉森本病院・森本リハビリテー
ション病院・介護老人保健施設たちばな・横山病院にて、直管型蛍光灯のＬＥＤ化を順次おこなっている為、次年度は
さらなる、エネルギー消費量の削減が期待できます。



(2)推進体制

使用時間が長い照明から順に、ＬＥＤへ交換し、年数の経過したエアコンは、最新型の高効率に更新をしております。
今後、交換する設備、器具等に関しても省エネ、高効率型に変更する計画を推進しております。



レ

2016 年 4 月 1 日～ 2019 年 3 月 31

2015 )年度 2017 )年度

ｔ-CO2 ｔ-CO2
ｔ-CO2 ｔ-CO2

ｔ-CO2

(2018 年度) (2016 年度) (2017 年度) 年度)
％ ％ ％ ％

レ 3.0 ％ -7.4 ％ 4.2 ％ ％

3.0 ％ -5.0 ％ 6.5 ％ ％

％ ％ ％ ％

（ ）

実績報告書

届出者 住所
大阪市中央区南本町2丁目2番9号

氏名
辰野株式会社

代表取締役　辰野克彦

日（3年間）

特定事業者の主たる業種 69不動産賃貸業・管理業

該当する特定事業者の要件

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第１号に該当する
者

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第２号に該当する
者

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第３号イ又はロに
該当する者

事業の概要 不動産（ビル・マンション・駐車場）の賃貸・管理・運営等。

◎　温室効果ガスの削減目標の達成状況

　(1)計画期間

　(3)温室効果ガスの削減目標の達成状況

  (2)前年度における温室効果ガス総排出量

区分 基準年度( 前年度(

温室効果ガス総排出量 4,434 4,247

温室効果ガス総排出量（平準化補正後） 5,315 4,968

植林、緑化、森の保全による二酸化炭素の吸収量 0

　　（温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値を複数設定した場合の設定方法）

区分
削減目標 第1年度 第2年度 第3年度

選択
削減率（排出量ベース）

削減率（原単位ベース）

削減率（平準化補正ベース）

吸収量による削減率

　　温室効果ガスの排出に係る原単位の設定内容（目標削減率(原単位ベース)を選択した場合のみ記入）

　　温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値 延床面積

延床面積×年間入居率

◎　事業活動に係る温室効果ガス排出及び人工排熱の抑制並びに電気の需要の平準化対策

　(1)温室効果ガスの削減状況についての見解(計画の最終年度に目標が達成できなかった場合、その理由)

ビルの共用部照明間引き、昼休み消灯、アイドリングストップの促進、冷房時の温度設定を28℃に設定等を行っており
ます。今後も目標に向け、各ビルの共用部節電及びテナントへの節電啓発活動を徹底し、引き続き削減に取り組みま
す。



(2)推進体制

ISO14001において目的・目標を設定し、全社的に削減に取り組んでいます。また、当社管理物件のテナントに対し啓発
活動を実施しております。



レ

2016 年 4 月 1 日～ 2019 年 3 月 31

2015 )年度 2017 )年度

ｔ-CO2 ｔ-CO2
ｔ-CO2 ｔ-CO2

ｔ-CO2

(2018 年度) (2016 年度) (2017 年度) 年度)
％ ％ ％ ％

レ 3.0 ％ -5.7 ％ 21.9 ％ ％

3.0 ％ -5.5 ％ 22.9 ％ ％

％ ％ ％ ％

（ ）

実績報告書

届出者 住所
大阪府守口市南寺方東通4-24-8

氏名
田中熱工株式会社

代表取締役 田中 良典

日（3年間）

特定事業者の主たる業種 32その他の製造業

該当する特定事業者の要件

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第１号に該当する
者

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第２号に該当する
者

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第３号イ又はロに
該当する者

事業の概要

金属熱処理加工業
1968年創業以来、熱処理のエキスパートとして、自動車関連をはじめ、高度な
耐久性を求められる橋梁など、ネジをはじめとする金属製締結部品の熱処理に
専門特化して操業を行って来ました。現在では、金属素材に合わせた加工を可
能とする高い技術を持ち、広く海外にも技術を提供しています。

◎　温室効果ガスの削減目標の達成状況

　(1)計画期間

　(3)温室効果ガスの削減目標の達成状況

  (2)前年度における温室効果ガス総排出量

区分 基準年度( 前年度(

温室効果ガス総排出量 6,157 5,796

温室効果ガス総排出量（平準化補正後） 6,447 5,993

植林、緑化、森の保全による二酸化炭素の吸収量 0

　　（温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値を複数設定した場合の設定方法）

区分
削減目標 第1年度 第2年度 第3年度

選択
削減率（排出量ベース）

削減率（原単位ベース）

削減率（平準化補正ベース）

吸収量による削減率

　　温室効果ガスの排出に係る原単位の設定内容（目標削減率(原単位ベース)を選択した場合のみ記入）

　　温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値 生産量

◎　事業活動に係る温室効果ガス排出及び人工排熱の抑制並びに電気の需要の平準化対策

　(1)温室効果ガスの削減状況についての見解(計画の最終年度に目標が達成できなかった場合、その理由)

第2年度は21.9%の削減率(生産量は基準年比20.4%増)となりました。
大幅に改善できた要因は、電力会社の変更が大きく寄与したこと・その他継続して生産効率の向上に努めていることが
挙げられます。
生産量は年々増加傾向にあり引き続き生産効率の向上(ロス時間の削減による設備の稼働率向上および省エネルギー化)
に努めることで原単位による温室効果ガスの削減を継続できると考えます。



(2)推進体制

平成22年5月に改正省エネ法の施行に合わせて、全拠点から1名の所属長を委員とする｢省エネ委員会｣を立ち上げまし
た。省エネ委員会会議(1回／月)を実施、省エネルギーの推進とCO2排出量の削減に関して会議を行っております。
また省エネパトロール：職場における生産設備・空調・照明等の維持管理状況の確認を実施しております。


